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みなさん、こんにちは＾＾ 

事務所のエバーフレッシュの木

が、今年もたくさんの花を咲かせ

ました（写真↗）とても可愛い

です☆ 

今月は、育児介護休業法の改

正についてお知らせいたします。 

ユニセフの調べでは、日本は法

律上男性の育児休業期間が

世界で最も⾧く、極めて男性に

とって手厚い制度のようですが、

（右図）改正の実効性はどう

でしょうか。 

付帯決議では、「企業の理解を

得た上で実施していくことが必

要」とされており、裏を返せば実

効性のないザル法となってしまい

がちな面も見られ、日経新聞に

よると、法改正に期待しないとい

う声も既に多く上がっています。 

世界一手厚い育休制度ですが、取得率の方

はというと、世界でも極めて低い位置にいるとの

ことです。日本の育休施策は理想と現実のギ

ャップが激しく、政策の現実性には疑問を感じ

ます。男性の育休取得は増えるのでしょうか?

それは、各企業の皆さまがどんな会社（社

会）を目指すのかにかかっていると感じます。 

 

記事内容 

■法改正等 

・育児介護休業法の改正～男女ともに

仕事と育児と仕事等を両立できるように

するための改正 

■トピックス 

・同一労働同一賃金～実務のポイント 

（お知らせ） 

■算定基礎届（社会保険） 

年度更新に続き算定基礎届の時期で

す。算定基礎届は、年1回、標準報酬

月額を決定するための手続きです。この

標準報酬月額は、保険料の計算の基礎

となるだけではなく、将来年金を受給する

際の計算の基礎となるものでもありますの

で、大切な手続きとなります。（今年度

の提出期限は7/12です） 

  

令和7年までに男

性の取得率30％
が政府目標 

現在7.48％ 

賃金全額支給日数で

換算した休暇数（日

本がダントツ1位） 



【法改正等】育児介護休業法～男女ともに育児休業

を取得しやすい環境整備のための改正法が成立しま

した。2021.6.9交付 

■ﾘｰﾌﾚｯﾄ「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 

主なポイント 

 

 

 

 

〔現行〕                〔改正後〕 

これまでも、男性は出産後すぐに育休取得が可能でしたが

（女性は生後8週は労基法による産後休業期間）、今回

の改正の大きなポイントは、生後8週までの新たな枠組みを

設けたことです。この期間に4週間の育休を取得できるように

し、また、この休業期間中に一定日数働くこともできるように

なり（要労使協定）、男性の育児休業が取得しやすいよう

な制度となりました。 

また、これまでは、原則として分割取得は出来ませんでしたが

（男性には現行でも生後8週までの取得の場合は再取得で

きる）、2回までの分割取得が認められるようになりました。 

これにより、男性は①と②の期間を併せて最大4回の分割

取得が可能となります。（女性は2回） 

その他にも、 

・育休を取得しやすい環境整備などの義務化 

・妊娠・出産の申し出があった労働者（本人または配偶

者）に対する個別に制度の周知や意向確認の措置を義務

化 ※「制度を知らない」や「言いだしづらい」をなくすため。 

・休業申出期間の緩和（これまでは1か月前までに申し出な

ければならなかった⇒原則として2週間前までに申し出） 

などの育休取得推進のための環境を整備する内容となってい

ます。今年の秋以降、順次施行されます。制度整備や就業

規則の改定については、個別にご相談頂けたら幸いです。 

【トピックス】同一労働同一賃金の実務のポイント 

4月号で同一労働同一賃金について取り上げました。その中

で、政府は「正規」と「非正規」の賃金差を現状の6割から欧

州並みの７～8割に引き上げたい狙いがあると書きました。こ

の割合差は通常賃金の総額で比較しますが、ここで注意が

必要なのは、賃金総額で７～８割の差であれば良いという

わけではありません。パート・有期雇用労働法8条では、「基

本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて」と記載されて

います。つまり各賃金項目や待遇ごとにその趣旨から不合理

性がないかどうかを判断することが必要です。 

たとえば、昨年10月15日に最高裁の判決がなされ注目を

集めた日本郵便事件でみると、被告（日本郵便）では、

年賀状の季節で特に繁忙となる年末年始の約1週間に勤

務した正社員に対して、「年末年始勤務手当」を支給してい

ました。ところが、非正規である契約社員にはこの手当は支

給されていませんでした。これに対し最高裁は、「手当の性

質・支給要件・支給金額に照らせば、これを支給する趣旨

は時給制契約社員にも該当する」と述べて、「年末年始勤

務手当」を正社員のみに支給し、契約社員に支給しないこと

が「不合理」で違法であると判断しました。 

当事件では他にも「年始の祝日休」、「扶養手当」、「病気

休暇」等の複数の手当等について違法と判断されています。

また、日本郵便だけではなく、「ハマキョウレックス事件」等他

の裁判事例でも多くの手当が趣旨から検討して不合理であ

るとの判断がなされています。 

基本給や賞与、退職金等については、各企業での賃金体

系やこれまでの労使交渉の過程等、企業ごとの様々事情が

「その他事情」として考慮され、「企業の裁量」が認められや

すい傾向にありますが、各手当については主にその趣旨から

判断されることで不合理性の判断がなされやすいことに注意

が必要です。手当を設ける際に不安なものがありましたら弊

所までご相談ください。 

実務のポイント🔈 

正社員とその他の雇用形態の社員の待遇差が不合理かどう

かは、賃金総額のみで判断するのではなく、各手当や福利

厚生等の待遇ごとにその趣旨から個別に判断することが必要

です。 

取得期間:原

則1歳まで 

（分割取得:

原則無） 

① 生後8週以内に4週間まで

（分割2回までOK） 

 

 

② 原則1歳まで（分割取得2

回までOK） 

男性のための特別枠組の設置 


